
議案第30号 

 

公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

する。 

 

 

令和5年2月20日提出 

 

備前市長 𠮷 村 武 司 

 

 

 

 

 

備前市条例第 号 

 

公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

公益的法人等への備前市職員の派遣等に関する条例(平成17年備前市条例第41号)の一部を次

のように改正する。 

 

第2条第1項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1

号を加える。 

(2) 一般財団法人備前市文化芸術振興財団 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲以内において、規則で定める日から施

行する。 
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議
案
第
3
0
号
参
考
資
料
 

公
益
的
法
人
等
へ
の
備
前
市
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
 
 
 
正

 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
行
 

(
職
員
の
派
遣
)
 

(職
員
の
派
遣
)
 

第
2
条
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、
当
該
団
体

の
業
務
に
そ
の
役
職
員
と
し
て
専
ら
従
事
さ
せ
る
た
め
、
職
員

(
次
項
に
定
め
る
職

員
を
除
く
。
)
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
2
条
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、
当
該
団
体

の
業
務
に
そ
の
役
職
員
と
し
て
専
ら
従
事
さ
せ
る
た
め
、
職
員

(
次
項
に
定
め
る
職

員
を
除
く
。
)
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
1
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 
一
般
財
団
法
人
備
前
市
文
化
芸
術
振
興
財
団
 

 

(
3
)
 

（
略
）
 

(
2
)
 

（
略
）
 

(
4
)
 

（
略
）
 

(
3
)
 

（
略
）
 

(
5
)
 

（
略
）
 

(
4
)
 

（
略
）
 

2
・

3
 
（
略
）
 

2
・

3
 
（
略
）
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